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国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の

み
な
さ
ん
へ

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
親
の
い
な
い
児

童
を
監
護
す
る
母
な
ど
に
対
し
て
、
そ
の

児
童
が
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
支
給
さ
れ
る
手
当
制
度
で
す
。

　

今
回
、
国
に
よ
る
同
手
当
の
法
改
正
が

行
わ
れ
、
受
給
か
ら
５
年
を
経
過
す
る
な

ど
の
要
件
に
該
当
す
る
受
給
者
に
対
し
て

「
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
に
か
か

る
事
前
通
知
に
つ
い
て
」
を
通
知
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
該
当
す
る
受
給
者
の
人
に
は
、

随
時
郵
送
を
行
い
ま
す
。
通
知
が
お
手
元

に
届
い
た
場
合
は
、
必
ず
手
続
き
を
行

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
し
な
い
場

合
は
、
手
当
の
２
分
の
１
が
支
給
停
止
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
対
象
者　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
か
ら

　

５
年
を
経
過
す
る
な
ど
の
要
件
に
該
当

　

す
る
受
給
者
で
事
前
通
知
が
届
い
た
人

▼
提
出
書
類　

▽
次
の
①
か
ら
⑤
に
該
当
す
る
人
は
、
指

　

定
日
ま
で
に
事
前
通
知
書
に
同
封
す
る

　

児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
適
用
除

　

外
事
由
届
出
書
と
関
係
書
類

①
就
業
し
て
い
る
人

②
求
職
活
動
な
ど
の
自
立
を
図
る
た
め
の

　

活
動
を
し
て
い
る
人

③
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

　

人
④
負
傷
ま
た
は
疾
病
な
ど
に
よ
り
就
業
す

　

る
こ
と
が
困
難
な
人

⑤
あ
な
た
が
監
護
す
る
児
童
ま
た
は
親
族

　

が
障
害
や
負
傷
、
要
介
護
状
態
な
ど
で
、

　

あ
な
た
が
介
護
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

　

就
業
す
る
こ
と
が
困
難
な
人

▽
前
記
に
該
当
し
な
い
人
は
指
定
日
ま
で

　

に
役
場
子
ど
も
教
育
課
に
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

※
事
前
通
知
が
届
い
た
受
給
者
の
人
で
、

　

手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
手
当
の

　

２
分
の
１
が
支
給
停
止
に
な
る
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先　

　

役
場
子
ど
も
教
育
課

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

優良運転者を表彰します

国
民
年
金
保
険
料
改
定
の
お
知
ら
せ

え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
本
町
で
も
国
保
事
業
の
財
政
健
全

化
を
図
る
た
め
、
須
恵
町
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
で
、
本
町
の
平
成

20
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
枠
組

み
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
同
協
議
会
会
長
か
ら
２
月

28
日
（
木
）
に
町
長
に
対
し
て
、「
現

在
の
赤
字
財
政
を
考
え
る
と
、
あ
る

程
度
の
引
き
上
げ
が
望
ま
し
い
」
と

建
議
が
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
う

検
討
の
結
果
、
平
成
20
年
度
の
国
民

健
康
保
険
税
の
税
率
を
改
定
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の
み

な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る

保
険
税
と
国
な
ど
の
補
助
金
で
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
年
は
、
老
人
医
療
費

や
退
職
者
医
療
費
の
急
増
な
ど
に
よ

り
国
保
財
政
が
行
き
詰
ま
り
、
一
般

会
計
か
ら
の
多
額
の
埋
め
合
わ
せ
に

よ
り
運
営
し
て
い
る
状
況
で
す
。
ま

た
、
国
の
医
療
制
度
改
正
に
よ
り
後

期
高
齢
者
支
援
金
が
創
設
さ
れ
、
国

民
健
康
保
険
税
税
率
の
基
本
的
な
考

　

今
後
も
、
加
入
者
す
る
み
な
さ
ん

が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
国
保
財

源
の
厳
し
い
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

役
場
住
民
課

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　平成 20 年度優良運転者表彰申請の受け付けを行
います。申請される人は手続きをしてください（申
請されても表彰者数に枠がありますので、表彰され
ないことがありますのでご承知おきください）。
　なお、申請には自動車安全センター（福岡県警察
本部内）発行の無事故・無違反証明書が必要です。
①粕屋地区交通安全協会長表彰
・受賞資格
　５年以上継続運転で無事故・無違反の人
※粕屋署管内に居住し、原則として粕屋地区交通安
全協会の会員であること（これはすべての共通事項）
②粕屋警察署長・粕屋地区交通安全協会長連名表彰
・受賞資格
　10 年以上継続運転で無事故・無違反、犯罪行為
　がない人
③県警察本部長・県交通安全協会長連名表彰
・受賞資格
　②の受賞者で 10 年以上継続運転で無事故・無違
　反、犯罪行為がない人
④全日本交通安全協会長表彰（緑十字銅章）

・受賞資格
　③の受賞者で 10 年以上継続運転で無事故、５年
　以上無違反・犯罪行為がない人
⑤九州管区警察局長・九州交通安全協会長連名表彰
・受賞資格
　④の受賞者で 15 年以上継続運転、20 年以上無事
　故、10 年以上無違反・犯罪行為がない人
●受付け期間
・①②③
　５月１日（木）～６月 20 日（金）
・④⑤
　５月１日（木）～５月９日（金）
●証明書の発行場所
　自動車運転安全センター（福岡県警察本部内）
　福岡市博多区東公園７－７
　☎ 641-6364
●申請の受付け・問合せ先
　粕屋地区交通安全協会事務局（粕屋警察署内）
　☎ 939-3030

事
前
通
知
に
伴
う
届
け
出
を
お
忘
れ
な
く

　

で
申
請
し
ま
す
。
必
ず
、
学
生

　

証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学

　

証
明
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

代
理
人
が
申
請
す
る
と
き
は
印

　

鑑
が
必
要
で
す
。

▼
追
納
制
度　

学
生
納
付
特
例
を

　

受
け
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10

　
年
以
内
な
ら
追
納
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
を

　

過
ぎ
る
と
当
時
の
保
険
料
に
加

　

算
金
が
つ
き
ま
す
。
追
納
す
る

　

こ
と
で
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年

　

金
が
満
額
に
近
づ
き
ま
す
の
で

　

追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
年
金
額
に
つ
い
て　

学
生
納
付

　

特
例
制
度
を
利
用
し
て
も
10
年

　

以
内
に
保
険
料
を
納
付
し
な
け

　

れ
ば
、
受
給
資
格
期
間
に
は
反

　

映
し
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

　

の
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

　

ん
。

▼
問
合
せ
先

　

東
福
岡
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
６
５
１
・
７
１
２
９

　

平
成
20
年
度
（
平
成
20
年
４
月

〜
同
21
年
３
月
分
）
の
、
国
民
年

金
の
保
険
料
が
１
万
４
４
１
０
円

に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、
お

得
な
前
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高

等
専
門
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
な

ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の
学
生

の
人
で
、
前
年
の
所
得
が
一
定
以

下
で
あ
れ
ば
、
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
制

度
は
自
動
更
新
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
毎
年
の
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
手
続
き
方
法　

お
住
ま
い
の
市

　

区
町
村
役
場
の
年
金
担
当
窓
口

国
民
年
金
に
は
学
生
納
付

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

区　分 医　療 介　護

所得割 9.1％ 1.8％

資産割 15.0％ 1.5％

均等割 ２万5000円 8500円

平等割 ３万円 6500円

区　分 医　療 後期支援 介　護

所得割 7.0％ 2.1％ 1.8％

資産割 15.0％ 0.0％ 0.0％

均等割 ２万円 6000円 8500円

平等割 ２万3000円 8000円 7500円

＜平成19年度＞
課税限度額　・医療分56万円・介護分９万円

＜平成20年度＞
課税限度額　・医療分47万円・後期高齢支援分12万円・介護分９万円

※総所得金額から基礎控除額（33万円）を引いたもの

※総所得金額から基礎控除額（33万円）を引いたもの

建議を手渡す荒木会長（左）


